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白川地区住民各位 

 

白川地区まちづくり協議会 

会長 廣森 祐一 

 

白川地区でマイナンバーカードの申請が出来ます 

わざわざ市役所に出向かなくても、最寄りの場所で申請ができますので、是非この機会に申請を！ 

 

亀山市では現在、「マイナンバーカード普及促進」を行っており、市役所まで行かなくても、希

望する地域へ市役所の職員が来て、マイナンバーカードの申請用の写真を無料で撮影してくれ、

申請も手伝ってくれます。 

 白川地区では、下記の日程で３カ所に来てもらいますので、この機会にマイナンバーカードの

申請をしてみませんか。 

< 記 > 

日時および場所  ９月１０日（土）   ９時３０分～11時 30分 上白木公民館 

  ９月１０日（土）  13時３０分～16時 00分 下白木公民館 

  ９月１1日（日）   ９時３０分～11時 30分 小川生活改善センター 

ご都合に合わせて、居住区以外上記 3か所のいずれでも申請できます。 

お手数をお掛け致しますが、事前に申請場所を白川地区まちづくり協議会まで、 

必ずお電話（☎82-7131）を頂くようお願いいたします。 

 

この機会にマイナンバーカードを作ると・・・ 

・マイナンバーカードを初めて作る方は、国から買い物に使えるポイントが、今なら最大 

２０，０００円分もらえます。 

・この３会場で申請すると、亀山市からコンビニ等で使えるクオカード１，０００円分が 

もらえます。 

 

マイナンバーカードは何に使えるの？ 

・公的な本人確認書類になる。 

・運転免許証を返納すると本人確認書類が無くなる人には便利。 

 （運転免許証返納証明書の発行は、1,000円かかる） 

・健康保険証として利用できる。  

・自分の薬剤情報や特定検診情報が閲覧できるため、災害時にも便利。 

・コンビニで利用すると、土日祝日に関係なく、早朝 6：30から夜間 23：00まで、 

住民票や印鑑証明などの証明書が取れ、市役所の窓口より１００円安い。 

・コンビニで利用すると、住民票や印鑑証明などの申請書を書かなくてもよい。 

・新型コロナウイルスワクチン接種証明書が取得できる。 

・運転免許証と一体化となっていく。（2025年３月予定）など。    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


